
お 知 ら せ 
平成２９年４月１日より区民センター・区民ホールの申込手続きが変わります！！ 

【使用料の納付期限】 
 これまで、ご使用当日までに使用料をお支払いいただいておりましたが、大阪市区役所附設

会館条例施行規則の一部改正により、平成 29年 4月 1日申込み分からは、原則としてお申し込

み後 2週間以内に使用料をお支払いいただくこととなりました。 

期日までにお支払いいただけない場合は、お申込みが取り消しとなりますのでご注意く
ださい。 

使用日の前日までの期間 使用料の納付期限 

変更後 

申込日から１ヵ月以上 申込日から 2週間以内 

申込日から１週間以上～１か月未満 申込日から 1週間以内 

申込日から１週間未満 使用日（使用開始前） 

変更前 平成 29年 3月 31日以前にお申し込みの場合 使用日（使用開始前） 

※附属設備の使用料の納付期限は、これまでのとおりご使用日の使用開始前です。 
【使用料の返金】 

使用者が、次の期間内に使用許可の取り消し（キャンセル）を申し出た場合、お支払いいた

だいた使用料を返金します。              

使用室名 使用許可の取り消しを申し出た日 返金する使用料の額 

ホール 
使用日の 3か月前の日以前の日 全額 

使用日の 3か月未満で 2か月前の日以前の日 半額 

会議室 使用日の 1か月前の日以前の日 全額 

 

 


